
東川端町内会報 2026年 3月号

町内からのご報告

◆ 訃報
　 ５組 高垣 雅子様が、3月14日逝去されました。
　 謹んでお悔やみ申し上げます。

◆ 安否確認訓練（学区一斉）結果
　 3月8日(日) 10時から11時に実施しました。参加率は 
　 5%程度であったと思います。残念な結果となりまし 
　 たが、今後の課題といたします。

４月の行事予定

2日(木)

18日(土)

19日(日)

地域のお知らせ

橘学区デジタル掲示板をご覧ください

www.tachibana-gakku.nagoya

8日(水)

４月 組長会（総会） 
10:00～ @橘会館

愛護会清掃 8:00～

資源回収

町内会清掃 8:00～

8年間にわたり町内会長を務めさせて頂き誠にありがとう御座いました。 
ひとえに、皆様のご支援の賜物と感謝申し上げます。

松岡町内会長退任のご挨拶

◆ 自転車の交通ルールが変わります
　 ４月より改正道路交通法が施行され、自転車の交通  
　 違反に対して「青切符（反則金）」が導入されます。

・対象：16歳以上
・主な対象違反：信号無視、一時不停止、右側通行、 
                        　 スマホ・携帯電話のながら運転 など

ルールを守って安全運転を心がけましょう！

8年前に会長職を荒木前会長から引き継ぎする際に、思ったことが2点ありました。  
1点目は、誰もが等しく情報に接し、町内会に親しみを持ってもらえること。 
2点目は、東川端町内会は、新堀川と共生して発展してきたことでした。

1点目は、市、学区からの情報をできる限り会報に盛り込みお伝えすること。 
2点目は、我々町民が新堀川とともに発展してきたことを知ること、その上でこの 
新堀川をきれいにし住みよい町にすることだと思ってきました。

新堀川の浄化は遅々として進んでいませんが、最近、鴨やアオサギが飛来することが 
多くなった様に感じます。数年先には汚染の元凶である掘留浄化場も廃止予定であり 
住環境も良くなり、少しきれいな町になりそうです。期待しましょう。
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令和８年 4⽉ 8⽇（⽔）
＜資源回収のお知らせ＞

【毎⽉第２⽔曜⽇・祝⽇または⾬天実施】

午前 8:30

◆種類ごとに分別して「前⽇の夜」以降、近くの集積場所へ◆ 

◆近隣や通⾏者の迷惑となるため、指定⽇時の厳守をお願いします◆ 

◆紐で縛るか、袋に⼊れるなど、必ずまとめて出してください◆

お問い合わせ先：橘学区連絡協議会 
（橘コミュニティセンター内）



警察庁・都道府県警察
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html

警察庁 自転車 交通安全

ルールを守って責任ある運転を！ルールを守って責任ある運転を！

自転車に青切符が適用されます自転車に青切符が適用されます令和８年４月１日から令和８年４月１日から

反則金反則金

6,000円6,000円

信号無視信号無視携帯電話使用等（保持）携帯電話使用等（保持）
反則金反則金

12,000円12,000円

これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。これまで同様、基本的には「指導警告」が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。

～青切符（交通反則通告制度）導入後の指導取締りについて～～青切符（交通反則通告制度）導入後の指導取締りについて～
が対象

16歳以上16歳以上



自転車の指導取締りの基本的な考え方
自転車の交通違反を認知した場合、基本的には、現場での「指導
警告」を行います。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や
他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な
違反」であったときは、取締りを行います。
指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入後も変わりません。

自転車運転者
講習とは

自転車の運転に関し、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある一定の
違反行為（危険行為）を反復して行った者に対して、公安委員会が、交通の危険を防
止するための講習の受講を命じる制度をいいます。
受講の命令に従わなかった者は、５万円以下の罰金に処せられます。
危険行為  信号無視、指定場所一時不停止等、携帯電話使用等、通行区分違反 等

反則行為

青切符 赤切符等

反則金を納付 反則金を不納付

終結

刑事手続へ

出頭・取調べ、
裁判、罰金の納付等

交通反則通告制度 刑事手続

重大な違反※２や
交通事故を起こしたとき
※２ 重大な違反(非反則行為)：酒酔い運
転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電
話使用等(交通の危険)、ひき逃げ等

とは交通反則通告制度
「反則行為※１」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符（反則行為となる
べき事実の要旨等が記載された書面）が交付され、定額の反則金の納付が通告されま
す。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない
（いわゆる「前科」もつかない）制度をいいます。
※１ 反則行為：道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を

行ったと判断できるものとして定められたもの

青切符

反則行為と反則金の一例

3,000円

5,000円

6,000円

7,000円

●並進禁止違反
●軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)

●自転車制動装置不良●無灯火
●指定場所一時不停止等

●安全運転義務違反

●横断歩行者等妨害等
●通行区分違反(逆走, 歩道通行等)
●信号無視

●遮断踏切立入り

12,000円
●携帯電話使用等(保持)


